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【【総総  論論】】 
 

 

 

 

 

【総論】は、政務調査費の概要と根拠法令等を示し、

交付から収支報告までの概要を記載しています。 

 

１ 政務調査費の概要 

２ 政務調査費の交付から使用・収支報告までの概要 
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１ 政務調査費の概要 
 

(1) 政務調査費とは 

政務調査費とは、『地方自治法第 100条第 14項及び第 15項の規定』により制定さ

れた『札幌市議会政務調査費の交付に関する条例』に基づき、議会における会派に対

し、札幌市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるもの

です。 

 

 

(2) 根拠法令・関連規定 

① 法律 地方自治法 第100条第14項及び第15項 

14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究

に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、

政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付

の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。 

15 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところによ

り、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。 

② 条例 札幌市議会政務調査費の交付に関する条例 (資料…P36) 

③ 規則 札幌市議会政務調査費の交付に関する規則 (資料…P42) 

④ 要領 政務調査費に関する取扱要領 (資料…P51) 

⑤ 要綱 札幌市議会政務調査費収支報告書の閲覧等に関する要綱 (資料…P56) 

 

 

(3) 交付の概要 

① 対象 会派(所属議員が1人の場合を含む) 

② 額 月額40万円 × 各月における当該会派の所属議員数 

 ただし、平成22年4月1日～平成23年5月1日においては、 

月額38万円 × 各月における当該会派の所属議員数 

③ 方法 各四半期の最初の月の10日に、当該四半期に属する月数分を交付する。 
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２ 政務調査費の交付から使用・収支報告までの概要 

 

 

＜ 本手引きの参照ページ ＞ 

領 収 書 等 の 受 領 (会 派 又 は 議 員 ) 

出 納 簿 等 へ の 記 入 ( 会 派 ) 

領 収 書 等 添 付 用 紙 の 作 成 (会 派 ) 

領 収 書 等 添 付 用 紙 の 整 理 (会 派 ) 

必 要 書 類 の 保 管 (会 派 又 は 議 員 ) 

収 支 報 告 書 の 作 成 ( 会 派 ) 

収 支 報 告 書 の 提 出 ( 会 派 ) 

【使用編】 

⇒ P5～P26 

【報告編】 

⇒ P28～P29 

⇒ 各会派の会計処理による。 

⇒ P30～P31 

⇒ P31 

⇒ P32 

⇒ P33 

⇒ P33～P34 

政 務 調 査 費 の 交 付 ( 会 派 ) 

【資料編】 

⇒ P35～P50 

会 計 期 間 の 終 了 ( 会 派 ) 

政 務 調 査 費 の 使 用 (会 派 又 は 議 員 ) 
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